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サービス管理責任者研修等の改正事項について

【サービス管理責任者等指導者養成研修資料より一部抜粋】

令和5年度集団指導・障がい福祉関係事業者説明会資料
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①サービス管理責任者等研修の制度改正について
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サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直しについて

○ 一定期間毎の知識や技術の更新を図るとともに、実践の積み重ねを行いながら段階的なスキルアップを図ることができるよう、研修
を基礎研修、実践研修、更新研修と分け、実践研修・更新研修の受講に当たっては、一定の実務経験の要件を設定。
※ 平成31年度から新体系による研修開始。旧体系研修受講者は今年度末（R5年度）までに更新研修の受講が必要。

○ 分野を超えた連携を図るための共通基盤を構築する等の観点から、サービス管理責任者研修の全分野及び児童発達支援管理責任
者研修のカリキュラムを統一し、共通で実施する。
※ 共通の知識及び技術に加えて各分野等において必要な知識や技術については、新たに専門コース別研修を創設して補完（専門コース別研修の実地

時期は未定）。

○ このほか、直接支援業務による実務要件を10年⇒８年に緩和するとともに、基礎研修受講後において、サービス管理責任者等の一
部業務を可能とする等の見直しを行う。

サービス管理責任者
実務要件

児童発達支援管理
責任者実務要件

サービス管理
責任者

児童発達支援
管理責任者
として配置

～H30

【改定】基礎研修
相談支援従事者初任者研修
講義部分の一部を受講（１１ｈ）

サービス管理責任者等研修（統一）
研修講義・演習を受講（１５ ｈ）

【新規創設】

サービス
管理責任者等
実践研修
（１４．５ ｈ）

【一部緩和】
サービス管理責任者

実務要件

児童発達支援管理
責任者実務要件

※ 実務要件に２年満たない
段階から、基礎研修の受講可

サービス管理
責任者

児童発達支援
管理責任者
として配置

改定後

【新規創設】

サービス
管理責任者等
更新研修
（６ｈ程度）

※５年毎に受講
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ＯＪＴ
一部業務
可能

【新規創設】 専門コース別研修（任意研修）

相談支援従事者初任者研修
講義部分の一部を受講（１１．５ｈ）

サービス管理責任者等研修共通
講義及び分野別演習を受講（１９ｈ）
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本届出書は、島根県ホーム
ページに掲載しています。

【掲載先】
トップ / 医療・福祉 / 福祉 / 障がい者
福祉 /  事業者向け / ７‐２サービス管
理責任者等に係る改正関係

https://www.pref.shimane.lg.jp/medical

/fukushi/syougai/jigyousya/
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令和５年６月改正の内容②

事前に‼



②H３０年度以前に受講された方の経過措置の廃止
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サービス管理責任者等の研修見直しに伴う経過措置及び配置時の取扱いの緩和等について

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等

更
新
研
修

※

実
践
研
修
修
了
後

5
年
毎
に
受
講

配置時の取扱いの緩和等について

相
談
支
援
従
事
者

初
任
者
研
修

講
義
部
分

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等

基
礎
研
修

講
義
・演
習

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等

実
践
研
修

講
義
・演
習

入
職

入
職

＜実務経験＞
相談支援業務５年

（有資格者の場合は３年）以上
もしくは直接支援業務８年以上

＜受講対象＞
相談支援業務３年以上

（有資格者の場合は１年）以上
もしくは直接支援業務６年以上

基礎研修修了後2年以上の実務

基礎研修修了後３年間で
２年以上の実務

※基礎研修受講後に実務要件を
満たした場合を含む。

経過措置について

①現行研修受講済みの者について

②基礎研修受講時点で実務要件を満たしている者について
※Ｒ元～Ｒ３の基礎研修受講者に限る

サ
ー
ビ
ス
管
理

責
任
者
等
研
修

（旧
体
系
）受
講

実務要件を満たしている場合は、基礎研修受講後３年間は、
実践研修を受講していなくても、サービス管理責任者等とみなす。

相
談
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援
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者
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研
修

講
義
部
分
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ス
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理
責
任
者
等
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研
修
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習
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等
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修
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習
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ス
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責
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等
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新
研
修

※

実
践
研
修
修
了
後

5
年
毎
に
受
講

 既にサービス管理責任者等が１名配置されている場合は、２人目のサー
ビス管理責任者等としては配置可能。

 個別支援計画原案の作成が可能であることを明確化。

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任

者
等
更
新
研
修

※
５
年
毎
に
受
講

H31.4～（新体系移行）

施行後５年間（H３５年度末まで）は、更新研修受講

前でも引き続きサービス管理責任者等として業務可
能。
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※旧カリキュラムを修了した方で令和5年度までに更新研修を修了していない方は実践研
修の対象者として以下に該当します。

「サービス管理責任者告示または児童発達支援管理責任者告示に定める期間内にサービ
ス管理責任者等更新研修の修了者とならなかったもの。（相談支援の業務又は直接支援
の業務の従事者であることを要しない）」



サービス管理責任者実践研修・
児童発達支援管理責任者実践研修について

• ①サービス管理責任者等基礎研修を修了後、実践研修の受講開始日前５年間に指定障害福祉サービ
ス事業所等において通算して２年以上、相談支援業務または直接支援業務に従事した者。

• ②基礎研修受講開始日においてサービス管理責任者告示（注１）第１号イの（１）に規定する実務経験者
であって、基礎研修及び相談支援従事者初任者研修（講義部分）修了後、実践研修の受講開始日前５
年間に指定障害福祉サービス事業所等において通算して６月以上、個別支援計画作成の業務に従事し
た者（個別支援計画作成の業務に従事することについて、指定権者に届出を行っている者に限る）。

• ③平成31年４月１日において改正前のサービス管理責任者告示（注１）第１号イの（１）から（５）までのい

ずれかの規定に該当するものまたは児童発達支援管理責任者告示（注２）第２号の規定に該当するもの
であって、同日以後に相談支援従事者初任者研修（講義部分）修了者となったもの

• ④サービス管理責任者告示または児童発達支援管理責任者告示に定める期間内にサービス管理責任
者等更新研修の修了者とならなかったもの。（相談支援の業務又は直接支援の業務の従事者であること
を要しない）

• ⑤サービス管理責任者または児童発達管理責任者として従事しているまたは従事予定の方

（注１）サービス管理責任者告示・・・平成18年厚生労働省告示第544号

（注２）児童発達支援管理責任者告示･･･平成24年厚生労働省告示第230号 12

受講要件（①から④のいずれかに該当し、かつ⑤に該当する方）



サービス管理責任者更新研修・
児童発達支援管理責任者更新研修について

受講要件（①または②に該当し、かつ③に該当する方）

①現にサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、管理者または相談支援専門員として従事
している方。

②過去５年間に通算２年以上のサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、管理者または
相談支援専門員の実務経験がある方。

③サービス管理責任者または児童発達管理責任者として従事しているまたは従事予定の方
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サビ管等資格の有効期限について

【令和４年度に基礎研修を修了し、令和７年度に実践研修を修了し、令和11年度に更新研
修を修了した場合】

基準年度（実践研修修了年度）

◎５年間はサビ管等として従事可能

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

基礎研

修受講

実践研

修受講

実務経験２年

◎次の５年間のうちに更新研修を受講する

必要あり

◎５年間のうちに更新研修を受講

受講
◎R17年度まではサビ管等して従事可能

実務経験
原則：２年
例外：６月
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③更新研修のカリキュラム追加について

※令和６年度より追加（２日間）
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基礎研修（うち相談支援従事者初任者研修講義部分） 時間数

講義

１ 障害者の地域支援と相談支援従事者（サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者）の役割に
関する講義

5h

２ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の概要並びにサー
ビス提供のプロセス に関する講義 3h

３ 相談支援におけるケアマネジメント手法に関する講義 3h

合計 11h

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修

基礎研修（うち研修講義、演習部分）（改正後） 時間数

講義

１ サービス管理責任者の役割に関する講義 4.5h

２ アセスメントやモニタリングの手法に関する講義 5.5h

演習 ３ サービス提供プロセスの管理に関する演習 7.5h

合計 15h

実践研修 時間数

講義 １ 障害福祉の動向に関する講義 1h

講義・
演 習

２ サービス提供に関する講義及び演習 7h

３ 人材育成の手法に関する講義及び演習 2.5h

４ 他職種及び地域連携に関する講義及び演習 6h

合計 14.5h

更新研修 時間数

講義 １ 障害福祉の動向に関する講義 1h

講義・
演習

２ サービス提供の自己検証に関する演習 5h

３ サービスの質の向上と人材育成のための
スーパー ビジョンに関する講義及び演習

7h

合計 13h

※令和５年度までは１及び２のみの実施でも可とする
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